
 

 

白 神 山 地 世 界 遺 産 地 域 連 絡 会 議 会 則  

 

（ 名 称 ）  

第 １ 条  こ の 会 議 は 、 白 神 山 地 世 界 遺 産 地 域 連 絡 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う ） と

称 す る 。  

 

（ 目 的 ）  

第 ２ 条  会 議 は 、 世 界 遺 産 一 覧 表 に 登 録 さ れ た 白 神 山 地 の 適 正 な 保 全 管 理 の 推 進

を 図 る た め 、 関 係 機 関 相 互 の 連 絡 調 整 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  会 議 は 次 に 掲 げ る 機 関 を 似 て 組 織 す る 。  

東 北 地 方 環 境 事 務 所  

東 北 森 林 管 理 局  

青 森 県  

青 森 県 教 育 委 員 会  

秋 田 県  

秋 田 県 教 育 委 員 会  

    西 目 屋 村  

鰺 ヶ 沢 町  

深 浦 町  

藤 里 町  

八 峰 町  

能 代 市  

  ２  そ の 他 、 適 宜 必 要 に 応 じ て 白 神 山 地 世 界 遺 産 地 域 の 保 全 管 理 に 関 係 す る

者 を オ ブ ザ ー バ ー と し 、 参 加 を 要 請 す る こ と が で き る 。  

 

（ 会 議 事 項 ）  

第 ４ 条  会 議 は 第 ２ 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 項 を 協 議 ・ 調 整 す る 。  

  （ １ ）関 係 機 関 の 保 全 管 理 施 策 の 実 施 に 係 る 必 要 な 協 力 の 推 進 等 所 要 の 事 項 。 

（ ２ ） 管 理 計 画 に 関 す る 事 項 。  

（ ３ ） そ の 他 、 保 護 管 理 の 円 滑 な 実 施 の 推 進 に 係 る 内 容 で 会 議 に お い て 必 要

と 認 め ら れ た 事 項 。  

 

（ 幹 事 ）  

第 ５ 条  会 議 に 幹 事 を お く 。  

（ １ ） 東 北 地 方 環 境 事 務 所  

西 目 屋 自 然 保 護 官 事 務 所        首 席 自 然 保 護 官  

東 北 森 林 管 理 局 計 画 保 全 部            計 画 課 長  

青 森 県 環 境 生 活 部                    自 然 保 護 課 長  

青 森 県 農 林 水 産 部                    林 政 課 長  

 



 

 

青 森 県 教 育 委 員 会                    文 化 財 保 護 課 長  

秋 田 県 生 活 環 境 部                    自然保 護 課 長  

秋 田 県 農 林 水 産 部                    森林整備課 長  

秋 田 県 教 育 委 員 会                    文 化 財 保 護 室 長  

西 目 屋 村               産 業 課 長  

鰺ヶ沢町                 政策推進課長 

深浦町                  観光課長 

藤里町                  商工観光課長 

八峰町                  産業振興課長 

能代市                  環境衛生課長 

     （ ２ ）幹 事 は 、会 議 の 運 営 を 円 滑 に 進 め る た め 、関 係 機 関 の 連 絡 調 整 に あ た

る 。  

 

（ 事 務 局 ）  

第 ６ 条  事 務 局 は 、 東 北 地 方 環 境 事 務 所 、 東 北 森 林 管 理 局 の 持 ち 回 り と す る 。  

 

（ 会 議 の 開 催 ）  

第 ７ 条  会 議 は 、 幹 事 が 協 議 し 、 必 要 に 応 じ て 開 催 す る 。  

  ２  会 議 は 、 現 地 に お け る 課 題 に つ い て 検 討 を 深 め る た め 、 会 議 の も と に 現

地 機 関 を 中 心 と し た 部 会 を 適 宜 開 催 す る こ と が で き る 。  

 

第 ８ 条  こ の 会 則 に 定 め る ほ か 、 会 議 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 幹 事 が 協 議 し て

定 め る 。  

 

付 則  

１  こ の 会 則 は 平 成 ７ 年 ７ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

２   平 成 ９ 年 ６ 月 ３ ０ 日 一 部 改 正 す る 。  

３   平 成 １ １ 年 ３ 月 １ 日 一 部 改 正 す る 。  

４   平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 す る 。  

５   平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 す る 。  

６     平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 す る 。  

７   平 成 １ ６ 年 ６ 月 １ ０ 日 一 部 改 正 す る 。  

８   平 成 １ ８ 年 ３ 月 ７ 日 一 部 改 正 す る 。  

９   平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 す る 。  

１ ０  平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 す る 。  

１ １  平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 す る 。  

１ ２  平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 す る 。  

１ ３  平 成 ２ ５ 年 ７ 月 １ ２ 日 一 部 改 正 す る 。  

１ ４  平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日 一 部 改 正 す る 。  

１ ５  平 成 ２ ９ 年 ７ 月 ５ 日 一 部 改 正 す る 。  

１ ６  令 和 ２ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日 一 部 改 正 す る 。  


